
提案書評価項目一覧

1 基本的事項

1.1 企業実績

1.1.1 体制面 従業員数や関係先、及びプロジェ

クトメンバー以外に代替できる要

員の有無を記載すること。

十分な従業員数や関係先、或いは、リ

スクに対する対策が整備されており、

不慮の事故等の際のプロジェクト関係

者の代替が可能なこと。 150

1.1.2 本業務と同

種・類似業務の

事業実績

庁内の情報通信ネットワーク機器

等（以下「関連機器」という。）

に関する構築業務(機器の設計や環

境設定など)について、地方公共団

体（特に、都道府県、政令指定都

市等、拠点数が比較的多い等の類

似業務）における実績を記載する

こと。

地方公共団体における情報通信ネット

ワーク機器の構築等に関する十分な経

験を有していること。

150

1.1.3 他事業者と

の連携実績

類似業務の事業実績のうち、本業

務のように回線事業者が既に決

まっており、機器の設計や構築な

どが別事業者である場合における

実績を記載すること。

・回線事業者、関連機器構築事業者、

関連機器納入事業者、保守事業者など

がそれぞれ異なる場合の実績を有して

いること。

・回線事業者と機器設計、構築等が別

である場合の条件やリスクが具体化さ

れていること。

・記載内容が、構築事業者側である

か、回線事業者側であるかが明確であ

ること。

100

1.2　配置予定技術者の業務実績・経験等

1.2.1 プロジェク

ト管理者

ネットワーク関連機器に関する構

築業務(機器の設計や環境設定な

ど)や、それに準ずるプロジェクト

の実績・経験等を記載すること。

国、都道府県、政令指定都市に関

する実績がある場合は、そのこと

が分かるように記載すること。

・ネットワーク関連機器の設計構築、

又はそれに準ずるプロジェクトの管理

の経験があること。

・プロジェクト管理者とチームリー

ダーを兼ねることは問題ない。 150

1.2.2 チームリー

ダー

ネットワーク関連機器に関する構

築業務(機器の設計や環境設定な

ど)の実績・経験等を記載するこ

と。

・地方公共団体（特に都道府県、政令

指定都市）におけるネットワーク関連

機器の設計構築に関する経験を有して

いること。

・チームリーダーとして十分な経験を

有していること。

・プロジェクト管理者とチームリー

ダーを兼ねることは問題ない。

150

評価項目 配点評価の着眼点記述内容
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2 本市要求事項の実現

2.1　要件一覧への適合

2.1.1 要求事項の

実現

実施必須 別添の「回答様式２_要求事項一

覧」を実現できるかどうか、別紙

「回答様式２_要求事項一覧」に記

載すること。

提出様式「回答様式２_要求事項一

覧」において、対応方針が示されてい

ること。

・対応方針が具体化されている。

・対応できない項目について代替策が

示されている。

・想定リスクや対応策が洗い出されて

いる。

・課題解決の検証方法に関する考えが

記載されていること。

・本調達以外の別途調達等の前提条件

がないこと。

・過剰な要求事項と思われる項目につ

いて貴社からの見解が示されている。

・必須項目については、代替策を含め

て実現することが前提。

200

2.1.2 動作検証 設計・構築したネットワーク関連

機器等における初期動作確認、接

続確認、性能確認、異常確認など

の動作検証方法について記載する

こと。

・検証方法について記載されているこ

と。

・検証について、方法や役割、妥当性

確認など、どのように行うか方針が示

されていること。

・現段階で不明確なところがある場

合、抽出、整理されていること。

150

3　非機能要件の実現

3.1　セキュリティ対策

3.1.1 組織のセ

キュリティ対策

セキュリティに対する社員教育、

守秘義務の社内基準やセキュリ

ティ監査の仕組みについて記載す

ること。

個人情報保護マネジメント、情報セ

キュリティマネジメントの内容、特に

個人情報保護対策（個人情報取扱方

法、監査方法など）が具体的であるこ

と。

100

3.1.2 本業務での

セキュリティ対

策

本業務におけるセキュリティリス

クについて、物理的、技術的、人

的にどのようなセキュリティ対策

を施すかを具体的に記載するこ

と。

物理的、技術的、人的なセキュリティ

対策が実施されており、セキュリティ

対策が明確かつ適正であること。

100

3.2　移行・運用

3.2.1 運用引継 運用保守を別途調達とする場合、

引継ぎについて貴社の考えを記載

すること。

また、その考えを裏付ける事例な

どがある場合、具体的に記載する

こと。

・機器等の構築後、運用保守を貴社以

外へ引き継ぐことについて、引継ぎに

必要な事項や引き継ぐための前提条

件、リスク等の見解が示されている

か。

・事例などを踏まえて具体的に示され

ているか。

100
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4　プロジェクトマネジメント

4.1　プロジェクト管理

4.1.1　実施体制 体制図と各部門に携わる人数（概

数で構いません）について、現在

の想定を記載すること。

・実施体制が明確にされていること。

・業務遂行に必要な責任体制（意思決

定者の明確化、位置付け）となってい

ること。

・作業に係る本市各拠点や所属職員及

び情報システム課職員との連携が考慮

されていること。

100

4.1.2　実施計画 準備、設計、構築、運用開始ま

で、円滑に現行機器から次期機器

に移行ができる実施計画を記載す

ること。

・実施計画が明確にされていること。

・現行機器等との並行稼働を考慮し、

円滑、確実、安全に移行できる計画と

なっていること。

・作業の開始条件、完了条件などが考

慮されていること。
100

4.2　スケジュール

4.2.1　想定スケ

ジュール

設計・構築業務から運用業務まで

の全体計画スケジュールを記載す

ること。

マイルストーン、各種イベント、

実施事項の前後関係の補足など、

貴社が実施することを想定して記

載すること。

・実施計画に沿って、工程や役割を意

識したスケジュールになっているこ

と。また、マイルストーンがスケ

ジュール上に示されていること。

・予備期間を設けたり、繁忙期を避け

たりするなど、確実に実施するための

余裕のあるスケジュールになっている

こと。

150

5　その他

5.1　ワーク・ライフバランス等を推進する取り組み

5.1.1　 次の取り組みについて、該当する

事項がある場合記載すること。

・次世代育成支援対策推進法（平

成１５年法律第１２０号）に基づ

く認定「くるみん認定」「プラチ

ナくるみん認定」の取得。

・厚生労働省のポジティブ・アク

ション普及推進に賛同する企業と

して、女性活躍推進の宣言状況。

・女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律（平成２７年法

律第６４号）に基づく認定「える

ぼし認定」「プラチナえるぼし認

定」の取得。

・該当する事項が記載されているこ

と。

100

合　　計 1,800


